
 

中日信用金庫 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 
 

 

中日信用金庫は、女性職員のキャリア形成を支援し、より多くの女性職員が管理職とし

て活躍できる職場環境を目指して、次のように行動計画を策定いたしました。 

なお、引き続き、役職員が「健康」で「幸せ」を感じながら、仕事と子育ての両立がで

きる働きやすい職場環境をつくり、職員一人ひとりが「底力」を十分に発揮し、地域の皆

さまに「感動」いただける金融サービスが提供できるよう取り組んでまいります。 

 

１．計画期間 令和４年 ４月 １日 ～ 令和９年 ３月３１日 

２．目標 

 

 

 

３．取組内容と実施時期 

 

 

●令和４年４月～ 育児・介護休業等の改正に伴い、仕事と両立できるよう雇用環境の 

整備をする（男性・女性職員がともに育児に貢献できる職場づくり）。 

●令和４年４月～ 「育児・介護休業規程」等の改正を社内通知し、取得推進を図る。 

 

 

 ●令和４年４月～ 「ノー残業デー（月末日を除く水曜日）」「ワークライフバランス 

デー（毎月特定日 1日）」における定時退庫を励行する。 

 ●令和４年５月～ 月ごとに残業の多かった部店に対して時間外勤務削減について 

啓蒙していく。 

 

 

 ●令和４年４月～ 人財育成プログラム（キャリアプログラム）に基づくキャリア形成 

について研修及び面談を通して、意識啓発を行い、昇進・昇格への 

意識を高める。 

●令和４年６月～ 入庫後 3年間の計画的な人財育成を実施する。人財育成プログラム 

に基づき幅広い職務を経験し、管理職へのキャリアップを目指せる 

環境を整備する。 

●令和４年６月～ 本部研修や外部派遣研修等を活用して、キャリアアップへの意識啓 

発を図る。 

 

以 上 

女性職員の平均勤続年数を 10年以上にする 

管理職に占める女性職員の割合を増やす 

 

女性職員が継続して就業できる雇用環境の整備をする 

長時間残業を削減するための意識啓発を行う 

女性職員が管理職として活躍できる雇用環境を整備する 


